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令和７年３月２１日 

戸田市教育委員会 



第３回教育委員会（定例会）次第 

１ 開会 
 

２ 前回の会議録の承認 
 

３ 教育委員提案  別添 資料№１のとおり 
 

４ 報告事項    別添 資料№２のとおり 
 

５ 議事                                      ページ 

（１）議案 

議案第 ９号 戸田市教育委員会を実施機関とする行政文書の管理に関する規則（案）の 

制定について･･･････････････････････････････････････････････････････････１ 

議案第１０号 戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案）について･･･････５ 

議案第１１号 戸田市公文書管理条例附則第１０項の規定による歴史的価値を有すると認められる

文書の移管に関する規則（案）について･･･････････････････････････････････７ 

議案第１２号 令和７年度戸田市学校運営協議会の委員の任命について【秘密会】･･･【当日配布】 

議案第１３号 戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案）に 

ついて･････････････････････････････････････････････････････････････････９ 

議案第１４号 戸田市学校給食等費用助成金交付要綱（案）について･･････････････････････１３ 

議案第１５号 令和７年度戸田市教育委員会事務局職員の人事異動（案）について【秘密会】･･････ 

････････････････････････････････････････････････････････････････【当日配布】 

議案第１６号 戸田市学校給食衛生委員会規程を廃止する訓令（案）について･･･････････････１９ 

 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

令和７年４月１６日（水）午前９時３０分～  

（２）その他 
 

７ 閉  会 



概要書 

戸田市教育委員会を実施機関とする行政文書の管理に関する規則（案）の

制定及び戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案）に

ついて 

１ 制定・改正理由 

【制定】 

・これまで、教育委員会等各行政機関における文書の取扱いに係る根拠規定は、

各々で取扱いを規定しており、教育委員会においては、「戸田市教育委員会事務

局規則」第６条にて市長部局規則における戸田市文書管理規定の例によるものと

する。と規定されていた。しかしながら、令和７年４月１日から施行予定の「戸田市

公文書管理条例※」の制定に伴い、文書の取扱いが、各行政機関統一のルールと

なることから、市長が定める戸田市公文書管理条例施行規則に準じた措置を実施

するため、新たな例規を制定する。 

※戸田市公文書管理条例の概要については、別添のとおり 

【一部改正】 

・上記理由から、教育委員会の文書管理規則が新たに制定されることに伴い所要の

改正を行う。 

２ 内容 

【制定】 

・戸田市公文書管理条例の施行に伴い、市長が定める戸田市公文書管理条例施行

規則に準じた措置を実施するための例規の制定をする。 

【一部改正】 

・戸田市公文書管理条例の施行に伴い、従前の市長が定める戸田市文書管理規程

の準用規定を削るとともに、教育委員会事務局組織の文書記号を新たに規定する。

（第 6条の改正） 

３ 施行日 

 令和７年４月１日 
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戸田市の新しい公文書管理のルール（案）の概要

１．公文書管理の統一的なルール（条例）を制定

・新たに（仮称）戸田市公文書管理条例を制定し、情報公開制度・個人情報保護制度と同様に、市の
実施機関共通の統一的な公文書管理のルールを定め、令和７年４月１日から制度の運用を開始します。
・個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号「個人情報保護法」）による全国共通ルー

ルの適用を受けて、厳格な管理が求められる「保有個人情報」の管理を強化します。

２．公文書管理法に基づいた目的規定

・公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号「公文書管理法」）の趣旨を市の公文書管
理に取り入れます。
・目的規定では、公文書を「市民共有の知的資源」と位置づけ、市民が利用し得ること、適正な文書
管理により「市政の適正かつ効率的な運営」と「現在及び将来の市民に説明する責務」を全うし、
「市の政策立案能力の向上」、「市民生活の向上及び文化の発展に寄与」することを規定します。

３．公文書館（機能）の設置

・公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）に基づく公文書館（機能）を行政管理課に設置します。
・設置に伴い、郷土博物館が選別し、収集・保存してきた歴史公文書を公文書館に移管します。
・公文書館は、文書の作成・収受から保存期間が満了し、廃棄又は歴史公文書として移管するまでの
行政文書の適正な管理に加え、移管後の歴史公文書の整理・保存・利活用を一元的に所管します。
・公文書館が文書管理に関する調査を行うことで、個人情報等の適切な管理を推進できるようにする
とともに、市民及び職員が必要な情報（文書）に容易にアクセスできる仕組みを整備します。

４．保存期間「永年」の廃止、「３０年」の新設

・従来の最長の保存期間である「永年」を廃止し、国の公文書管理法に合わせ「３０年」を新設します。
・すべての文書の保存期間を有期限とすることで、期間を定めた統一的な文書の管理・保存を実現し、
市の組織改正等に伴う所属間の文書の移動をスムーズに行うことができるようにします。
・また、保存期間が満了した文書の歴史公文書への移管を促進させます。

・現在、歴史公文書の選別は、保存期間の満了時に郷土博物館が実施しています。
・条例施行後は、担当課と公文書館との協議を速やかに実施し、保存期間の満了後に歴史公文書とし
て公文書館が永久に保存する文書の指定手続（レコードスケジュールの設定）をできる限り早期化し
ます。
・歴史公文書として永久に保存する文書を早期に指定することで、特に電子文書として保存するファ
イルについて、電子データとしての見読性を保持して長期間保存するための適切な措置をとれるよう
にします。
・なお時間の経過によって、文書の評価が変化し、新たに歴史公文書に該当する場合があることを踏
まえ、一度定めた評価（レコードスケジュール）を保存期間の満了時にも再度確認します。

６．歴史公文書の指定手続きの早期化

７．市民が歴史公文書を利用できる制度の新設

・これまでも情報公開制度により保存期間内の行政文書を公開してきました。歴史公文書についても、
情報公開制度と同様に市民が利用できるよう、条例の規定により市民が利用請求をできる制度を新設
します。
・利用にあたっては、公文書館が公開する目録に基づき公文書館で利用請求を受け付け、個人情報等
の公開できない部分の確認を行い、当該文書の所管課の意見を聴いたうえで、適切に利用に供します。
・その他、情報公開制度に合わせた利用請求に準じた情報提供を行います。

５．文書を保存・廃棄する際のチェック体制の強化

・国をはじめ他の自治体でも文書の不適切な取扱い事案が報告されています。本市におけるこれまで
の担当課と行政管理課による相互チェックや文書庫等での集中管理に加えて、条例では歴史公文書の
指定や文書を廃棄する際に、（仮称）戸田市公文書管理・情報公開・個人情報保護運営審議会の外部
有識者にも意見を聴く機会を設けます。これにより、外部有識者と公文書館の専門的な視点を含む複
数の視点から保存・移管・廃棄をより適切に行うこととします。

８．職員研修の実施・充実

・従来の文書管理に関する研修に加え、条例には、その目的を実現するために必要な研修を行うこと
を規定し、より適切な文書管理が実現するよう公文書館を中心に必要な研修を実施します。
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文書作成課が保管 公文書館が保存 公文書館が永久保存

移管

保
存
期
間
延
長
の
確
認
（
保
存
期
間
が
満
了
す
る
年
度
内
）

公文書館（行政管理課）
※前年度以前に協議済みのフォルダと
同一のもので、当該年度に作成した
フォルダは審議会に意見を聴くことを
省略することができる

文書作成課
・保存期間の設定
・保存期間が満了したときの措置（移
管・廃棄）を設定

（仮称）戸田市公文書管理・
情報公開・個人情報保護運営

審議会

意見を聴く 意見を提出

協議

レコードスケジュールの設定
一次評価

廃棄

保
存
（
原
則
は
文
書
の
完
結
か
ら
2

年
目
以
降
）

保
存
期
間
満
了

レコードスケジュールの確認
二次評価

作
成
・
取
得

公文書館
(行政管理課)

・整理、永久保存
・利用に供する
※歴史公文書を廃棄する場
合は、あらかじめ審議会の
意見を聴かなければならな
い

廃棄・溶解

行政文書
情報公開条例に基づき公開

歴史公文書
公文書管理条例に基づき利用

戸田市の新しい公文書管理のルール（案）による文書のライフサイクル

公文書館（行政管理課）
※一次評価で「移管」と設定したフォ
ルダを「廃棄」に変更する場合のみ、
審議会に意見を聴くこととする

文書所管課
・保存期間が満了したときの措置（移
管・廃棄）の確認、変更

（仮称）戸田市公文書管理・
情報公開・個人情報保護運営

審議会

意見を聴く 意見を提出

協議
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戸田市教育委員会を実施機関とする行政文書の管理に関する規則（案） 

戸田市教育委員会が管理する行政文書に係る戸田市公文書管理条例（令和７

年条例第 号）の施行については、別に定めるもののほか、戸田市公文書管理

条例施行規則（令和７年規則第 号）及び戸田市文書管理規程（昭和６２年訓

令第３号）の例による。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

4



戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案） 

 戸田市教育委員会事務局組織規則（昭和４８年教育委員会規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条を次のように改める。 

 （文書記号） 

第６条 事務局における文書記号は、次のとおりとする。  

区分 記号 

教育総務課 教総 

学務課 教学 

教育政策室 教政 

学校給食課 教給 

生涯学習課 教生 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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戸田市教育委員会事務局組織規則新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（準用） （文書記号） 

第６条 事務局における文書の取扱いは、戸田市文書管理規程（昭

和６２年訓令第３号）の例による。 

第６条 事務局における文書記号は、次のとおりとする。 

 区分 記号 

教育総務課 教総 

学務課 教学 

教育政策室 教政 

学校給食課 教給 

生涯学習課 教生 
 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

  この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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概要書 

戸田市公文書管理条例附則第１０項の規定による歴史的価値を有すると認

められる文書の移管に関する規則（案）について 

１ 制定理由 

・戸田市立郷土博物館（戸田市アーカイブズ・センター）では、市史編さん事業を契機

に、行政文書の保存年限が満了するも歴史的価値が認められる文書（歴史公文書）

の収集を継続して行い、将来の一般公開に向け、整理・保存作業を進めてきた。 

・令和７年４月１日施行の戸田市公文書管理条例（以下「条例」という。）の施行に伴

い、市役所本庁舎（行政管理課窓口）に戸田市公文書館を設置し、歴史公文書の市

民等からの利用請求に基づく利用を開始する。 

２ 内容 

本規則は、郷土博物館（戸田市アーカイブズ・センター）が収集・整理・保存してきた

歴史公文書について、その管理を条例附則第１０項に基づき、教育委員会から市長に

移管することを規則で規定する。 

３ 施行日 

 令和７年４月１日 
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戸田市公文書管理条例附則第１０項の規定による歴史的価値を有すると

認められる文書の移管に関する規則（案） 

 （対象文書） 

第１条 戸田市公文書管理条例（令和７年条例第 号）附則第１０項の規定に

よる歴史的価値を有すると認められる文書は、同条例の施行の際現に、戸田

市文書管理規程の一部を改正する規程（令和７年訓令第 号）の規定による

改正前の戸田市文書管理規程（昭和６２年訓令第３号）第３４条第４項の規

定により歴史的価値を有すると認められたことにより、市長から戸田市立郷

土博物館に移管され、戸田市立郷土博物館が保存している文書とする。 

 （移管の時期） 

第２条 前条に規定する文書を市長に移管する時期は、令和７年４月１日とす

る。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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概要書 

戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案）、戸田市学校給食

等費用助成金交付要綱（案）及び戸田市学校給食衛生委員会規程を廃止する訓令（案）

について 

１ 改正・発足・廃止理由 

 令和７年 4 月から市内公立中学校に通う生徒の給食費を無償とするため、及び給食センターに安全衛生推

進者を置くため、規則を整理する。給食費無償化に併せて、食物アレルギーその他の理由により学校給食の

提供を受けていない生徒の保護者や特別支援学校中学部に在籍している生徒の保護者に対し、学校給食費相

当額を助成するため、要綱を制定する。また、安全衛生推進者設置に伴い、衛生委員会が廃止となることか

ら、当該規程を廃止する。 

２ 改正内容（戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則） 

第２条第３項中「主任」の次に「その他必要な職員」を加え、「第１７条」を「第１８条」に改める。 

第 4 条の次に次の 1 条を加える。 

 （安全衛生推進者） 

第４条の２ 事業場の常時使用する職員が１０人以上５０人未満の場合は、法第１２条の２の規定により、

給食センターに安全衛生推進者を置く。 

第２項 安全衛生推進者は、第２条に規定する職員のうちから教育委員会が任命する。 

第１１条の見出し中「（」の次に「児童の」を加え、同条第１項中「生徒」を削り、同項第１号中「・

中」を削り、同条第２項中「生徒」を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（生徒の給食費の減免） 

第１１条の２ 条例第８条の規定による給食費の減額又は免除は市立の中学校に在籍する生徒に係る給食費

を対象とする。 

３ 発足内容（戸田市学校給食等費用助成金交付要綱） 

第１条 目的について規定 

 第２条 定義について規定 

 第３条 助成対象者について規定 

 第４条 助成金の額及び支給方法について規定 

 第５条 助成金の申請について規定 

 第６条 助成金の交付決定について規定 

 第７条 助成金の交付について規定 

 第８条 助成金の調査について規定 

 第９条 変更の届出について規定 

 第１０条 交付決定の取消しについて規定 

 第１１条 助成金の返還について規定 

 第１２条 その他について規定 

施行日 

規則 令和 7 年 4 月１日から施行する。 

要綱 令和 7 年 4 月１日から施行する。 

訓令 令和 7 年 4 月１日から施行する。 
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戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

戸田市立学校給食センター条例施行規則（昭和４５年教育委員会規則第２号)

の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「主任」の次に「その他必要な職員」を加え、「第１７条」

を「第１８条」に改める。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（安全衛生推進者） 

第４条の２ 事業場の常時使用する職員が１０人以上５０人未満の場合は、法

第１２条の２の規定により、給食センターに安全衛生推進者を置く 

第２項 安全衛生推進者は、第２条に規定する職員のうちから教育委員会が任

命する。 

第１１条の見出し中「（」の次に「児童の」を加え、同条第１項中「生徒」

を削り、同項第１号中「・中」を削り、同条第２項中「生徒」を削り、同条の

次に次の１条を加える。 

（生徒の給食費の減免） 

第１１条の２ 条例第８条の規定による給食費の減額又は免除は市立の中学校

に在籍する生徒に係る給食費を対象とする。 

 附則の次の別記様式の２様式を改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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1 
 

戸田市立学校給食センター条例施行規則新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （職員）  （職員） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 主幹、副主幹、専門官、主査及び主任の基本的な職務は、そ

れぞれ戸田市行政組織規則第１３条から第１７条までの規定を

準用する。 

３ 主幹、副主幹、専門官、主査及び主任その他必要な職員の基

本的な職務は、それぞれ戸田市行政組織規則第１３条から第１

８条までの規定を準用する。 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

 （安全衛生推進者） 

第４条の２ 事業場の常時使用する職員が１０人以上５０人未満

の場合は、法第１２条の２の規定により、給食センターに安全

衛生推進者を置く。 

第２項 安全衛生推進者は、第２条に規定する職員のうちから教

育委員会が任命する。 

第５条～第１０条 （略） 第５条～第１０条 （略） 

（給食費の減免） （児童の給食費の減免） 

第１１条 条例第８条の規定による給食費の減額又は免除は、１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者から

数えて３人目の児童生徒（以下「第３子」という。）を養育す

る者について、次に掲げるところにより行うものとする。ただ

第１１条 条例第８条の規定による給食費の減額又は免除は、１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者から

数えて３人目の児童（以下「第３子」という。）を養育する者

について、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、
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2 
 

改正前 改正後(案） 

し、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護その

他公的扶助制度により学校給食費に相当する額の給付を受けて

いる場合は、この限りでない。 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護その他公

的扶助制度により学校給食費に相当する額の給付を受けている

場合は、この限りでない。 

(1) 次のいずれにも該当する者 免除 (1) 次のいずれにも該当する者 免除 

ア 市内に住所を有していること。 ア 市内に住所を有していること。 

イ 市民税及び市立の小・中学校の給食費を滞納していない

こと。 

イ 市民税及び市立の小学校の給食費を滞納していないこ

と。 

(2) （略） (2) （略） 

２ 減額又は免除の対象は、第３子以降の児童生徒に係る給食費

とする。 

２ 減額又は免除の対象は、第３子以降の児童に係る給食費とす

る。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （生徒の給食費の減免） 

第１１条の２ 条例第８条の規定による給食費の減額又は免除は

市立の中学校に在籍する生徒に係る給食費を対象とする。 

第１２条・第１３条 （略） 第１２条・第１３条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 （施行期日） 

 この規則は令和７年４月１日から施行する。 

第１号様式・第２号様式 （略） 第１号様式・第２号様式 （略） 
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戸田市学校給食等費用助成金交付要綱（案） 

令和７年 月 日市長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより教育の充実及

び子育て支援を図るため、保護者が負担する学校給食等に要する経費に対し、

予算の範囲内で戸田市学校給食等費用助成金（以下「助成金」という。）を

交付することを目的とする。 

２ 助成金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則（平成２１年規

則第６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定める

ところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 学校給食等 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項

に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）及びそれと同じ目的で

生徒が摂る食事として市長が認めるものをいう。 

 (2) 保護者 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定による本市

の住民基本台帳に記録がある生徒と居住し、養育しているものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）による保護その他公的扶助制度又は他の地方公共団体

において、学校給食等費用に相当する額の給付を受けている場合は、この限

りでない。 

 (1) 戸田市立の中学校に在籍し、食物アレルギーその他の理由により学校給

食の提供を受けていない生徒の保護者 

 (2) 戸田市立以外の特別支援学校（中学部に限る。）に在籍している生徒の

保護者 

 (3) その他市長が特に交付することが適当と認める者 

（助成金の額及び支給方法） 

第４条 助成金の額は戸田市立学校給食センター条例施行規則（昭和４５年教

委規則第２号）第８条の学校給食費の額に準ずる。 
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２ 当該年４月１日時点で助成対象者である者には、４月から翌年３月までの

内８月を除いた（以下「助成対象期間」という。）月数に前項に規定する月

額を乗じて得た額を支給するものとする。 

３ 当該年４月２日以降に助成対象者となった者には、当該日の属する月の翌

月（当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月）から翌年３月まで

の内８月を除いた月数に第１項に規定する月額を乗じて得た額を支給する

ものとする。 

４ 助成対象月数に変更が生じた場合の第２項及び第３項の規定の適用につい

ては、「翌年３月」とあるのは「助成対象の最終月」と読み替えるものとす

る。 

（助成金の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、戸

田市学校給食等費用助成金申請書兼請求書（第１号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定による申請は、当該年８月１日から同年９月３０日までに行う

ものとする。ただし、前条第３項の助成対象者及び市長が認める者について

はこの限りではない。 

（助成金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、適否を審査の上、助成

金交付の可否を決定し、戸田市学校給食等費用助成金交付（不交付）決定通

知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （助成金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該交付

決定者に対して助成金を交付するものとする。 

 （助成金の調査） 

第８条 市長は、助成金の交付に関し必要と認めたときは、申請者に対し報告

を求め、又は調査することができる。 

 （変更の届出） 

第９条 申請者は、助成対象期間中に助成対象者の要件に該当しなくなったと

きは、戸田市学校給食等費用助成金変更届（第３号様式）を速やかに市長に

提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 
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第１０条 市長は、第６条の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各

号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。 

 (2) 前条の届出等により助成対象者の要件に該当しなくなったことが判明

したとき。 

 （助成金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既

に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとす

る。 

２ 前条第２号に係る前項の返還を命ずる場合において、規則第２２条の規定

については、適用しないものとする。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 
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第１号様式（第５条関係） 

 

戸田市学校給食等費用助成金申請書兼請求書 

 

                             年  月  日 

（宛先） 

戸田市長 

申請者 住所 

（保護者等） 氏名                    

生徒との続柄：  

電話番号  

  

戸田市学校給食等費用助成金交付要綱第５条の規定により次のとおり申請（請

求）します。また、下記同意事項に同意します。 

対象生徒 

フリガナ  

氏  名  

生年月日 年   月   日 

学 校 名  学年 年 

学校給食の有無 有 ・ 無 
（無の場合） 

昼食形態 

例：弁当持参 

 

同種補助の内容 有 ・ 無 
（有の場合） 

名称・期間 

名称： 

期間： 

請求金額 中学校 4,600 円×    ヶ月＝        円 

【振込先】 

金融機関名    支店名  

預金種類 普通 ・ 当座 口座番号  

ゆうちょ銀行 【記号（５桁）】       【番号（８桁）】 

フリガナ  

口座名義人  

  

 

 

 

第２号様式（第６条関係） 

同意事項  

１ 助成金の交付事務に関し個人情報を利用すること。  

２ 助成金の交付に関し必要があるときは、申請者世帯員の世帯状況、生活保  

護等の受給状況及び同種補助の受給状況について、照会・調査すること。  

３ 本申請の内容に変更があった場合速やかに届け出ること。  
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第     号 

                             年  月  日 

              様 

 

 

戸田市長  氏  名  印 

 

戸田市学校給食等費用助成金交付（不交付）決定通知書 

      

年  月  日付けで申請のあった戸田市学校給食等費用助成

金の交付について、戸田市学校給食等費用助成金交付要綱第６条の規定に

より、次のとおり決定したので通知します。 

 

１ 決定内容         （  交付  ・  不交付  ） 

 

２ 交付の内容  

助成年度 年度 補助金等の名称 

戸 田 市 学 校 給

食 等 費 用 助 成

金 

交付 

番号 
 

生徒の氏名 学校名 学年 交付金額 

  年        円 

 

３ 不交付の理由 
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第３号様式（第９条関係） 

 

戸田市学校給食等費用助成金変更届 

 

    年  月  日 

（宛先） 

戸田市長 

 

申請者（保護者） 

住所 

氏名 

電話番号 

 

     年  月  日付け   第   号で決定を受けた戸田市学校給

食等費用助成金の交付について、決定内容に変更があったので、戸田市学校

給食等費用助成金交付要綱第９条の規定により、次のとおり届出します。 

 

生徒の氏名 

 

変更等の内容 

変更前  

 

 

 

 

変更後 

 

 

 

 

変更の理由  

変更の（予定） 

年 月 日 
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戸田市学校給食衛生委員会規程を廃止する訓令（案） 

戸田市学校給食衛生委員会規程（令和５年教育委員会訓令第１号）は、廃

止する。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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日 曜日 内　　　容 時　　　間 場　　所 主管課

1 火 第１回異動者研修会 他市からの異動者に向けた研修会 １３：００～ 教育センター 教育政策室

2 水
（教育政策室）

任用通知書交付式
学校経営アドバイザー、心の教育アドバイザー、教育相

談コーディネーターに任用通知書を交付 ９：００～ 教育委員室 教育政策室

3 木
（教育政策室）

任用通知書交付式
小・中学校アクティブティーチャー、小・中学校スクールサポーター、本好きサポーター、さわや
か相談員、ボランティア相談員、日本語指導員、中学校ALT・ALT指導員に任用通知書を交付 ９：４５～

文化会館
教育センター

教育政策室

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金 生徒指導委員会委嘱状交付式 委員に委嘱状を交付 １５：３０～ 教育センター 教育政策室

12 土

13 日

14 月

15 火
戸田市子供の体力向上推進委員会
委嘱状交付式及び第１回委員会

委員に委嘱状を交付し、第１回目の委員会で協議 １５：３０～ 教育センター 教育政策室

16 水 戸田市難聴言語通級指導教室入室支援委員
会委嘱状交付式及び第１回委員会 委員に委嘱状を交付し、第１回目の委員会で協議 １５：３０～ 教育センター 教育政策室

学警連第１回役員会
蕨・戸田地区の生徒指導上の情報交換等を学
校・警察による組織で行う

１５：３０～ オンライン 教育政策室

17 木

18 金

19 土 小学校林間学校合同実地調査
林間学校の実施に向けた実地調査を市内全小学校
で合同で実施する

国立赤城青少年交流の家など 教育政策室

20 日

21 月

22 火 就学支援委員会委嘱状交付式及び第1
回委員会並びに調査専門部会

委員に委嘱状を交付し、第１回目の調査専門部
会で協議

１５：３０～ 教育センター 教育政策室

23 水 戸田市小・中学校初任者研修会 初任者の研修 １５：００～ オンライン 教育政策室

プレゼンテーション研修会
1月に開催されるプレゼンテーション大会に向け
て教職員研修

１５：３０～ オンライン 教育政策室

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

４月教育委員会関係【会議】日程表

会議名
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日 曜日 内　　　容 時　　　間 場　　所 主管課

1 火 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

2 水

3 木 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

4 金 ととけっこの部屋
親子で一緒にわらべうたで遊び、絵本の読み聞かせ

を楽しむ
１１：００～１１：３０

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

4 金 赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１２：００
あいパル2階

和室
生涯学習課

5 土 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １１：００～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

5 土 スマホ・パソコン質問コーナー
パソコン・スマートフォン・タブレット等の基本操作な

どの各種IT相談
９：００～１２：００ 美笹公民館 生涯学習課

6 日
パルシアターと

かみとだおはなし会

上映作品
「ぼくは王さま」3歳児～小学校低学年向けの絵本の

読み聞かせ、おはなしなど。
１０：３０～１２：００

あいパル３階
研修室

生涯学習課

6 日 子供映画会スペシャル
映画おしりたんてい『さらば愛しき相棒よ』(全2回・71

分)
１０：３０～１５：００

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

7 月

8 火 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

8 火
小・中学校始業式（午前）
中学校入学式（午後）

9 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １１：００～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

9 水 　小学校入学式（午後）

10 木 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

11 金 赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１２：００
あいパル2階

和室
生涯学習課

12 土 子供映画会 「トムとジェリー２」(52分) １０：３０～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

12 土 スマホ・パソコン質問コーナー
パソコン・スマートフォン・タブレット等の基本操作な

どの各種IT相談
１３：００～１６：００ 下戸田公民館 生涯学習課

12 土 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

13 日

14 月

15 火 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

16 水

17 木 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

17 木
全国学力・学習状況調査（ＣＢＴ理科

は14日～17日で分散実施）

18 金 赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１２：００
あいパル2階

和室
生涯学習課

19 土 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

20 日 かみとだおはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし、工作など １０:：３０～１１：３０
あいパル３階
研修室

生涯学習課

20 日
絵本カフェ～絵本のちょっとし

た話～
絵本をテーマに楽しくおしゃべり。今回は、「はなさか

じいさん」を深堀します。
１０：００～１２：００

あいパル2階
キッチンスタジオ

生涯学習課

20 日 スマホ・パソコン質問コーナー
パソコン・スマートフォン・タブレット等の基本操作な

どの各種IT相談
１３：００～１６：００ 新曽公民館 生涯学習課

21 月

４月教育委員会関係【行事・講座等】日程表

会議名
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日 曜日 内　　　容 時　　　間 場　　所 主管課会議名

22 火 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

22 火 絵本の読み聞かせ広場 絵本の読み聞かせ・紙芝居等 １０：３０～１１：３０ 下戸田公民館 生涯学習課

23 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １１：００～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

24 木 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

24 木 学校公開（戸田中）

25 金 みんなでパルるんひろば
前半は絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など。

後半は保護者同士の交流や、保健師への相談、司
書への絵本の相談

１０:００～１１：３０
あいパル３階
軽体育室

生涯学習課

25 金 市内離任式

26 土 おはなしの部屋 読み聞かせ、昔話などの語り １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

26 土 野鳥を見よう① 野鳥を中心にその時見られる生き物を観察する ９：３０～１２：００
彩湖自然
学習センター

生涯学習課

27 日 はらっぱであそぼう センター周辺の草花を使って遊ぶ １０：００～１１：３０
彩湖自然
学習センター

生涯学習課

28 月

29 火 託児サービス
保護者が図書館でゆっくりと本を選んだり、
学習ができるように、保育士が子どもを預かる

①９：３０～１０：２０
②１０：３０～１１：２０
③１１：３０～１２：２０
のいずれか１回５０分

中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

29 火 図鑑名人になろう クイズにチャレンジして、図鑑名人を目指そう！
①１４：３０～１５：００
②１５：１０～１５：４０

中央図書館
１階ロビー

生涯学習課

29 火 昆虫をさがそう：春 イモムシを中心にその時見られる生き物を観察する １０：００～１１：３０
彩湖自然
学習センター

生涯学習課

30 水 埼玉県学力・学習状況調査
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学校施設の樹木管理等について

戸田市教育委員会
教 育 総 務 課

令和7年3月 教育委員提案①
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戸田市緑の基本計画（改訂版）

市では、緑地のもつ様々な機能を踏まえつつ、緑の確保や整備、民間の参加や協力等の促進を計
画的かつ効果的に推進させるため、平成２４年３月に「戸田市緑の基本計画（改定版）」を策定し
ています。

計画期間 平成２４年度から令和１２年度（１９年間）

基本理念 緑と水と心のネットワーク都市・戸田
計画の６つの重点項目 人と自然が共に生きるまち（自然共生都市）

水と緑が快適な都市環境を支えるまち（水緑環境都市）
緑の中で安心して暮らせるまち（防災都市）
四季の彩りのある美しいまち（景観都市）
多様なレクリエーションの場を備えたまち（公園都市）
緑をとおして市民がふれ合えるまち（市民参加都市）

緑の将来像図
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緑の基本計画における学校施設の位置づけ

本計画で扱う「緑」とは、下図を対象としています。公共施設の緑地だけでなく、民間施設の緑
地も含まれており、官民が一体となり、緑地を確保していく計画となっています。

水と緑のネットワークとは、生き物が生息・生
育・移動・繁殖する上で重要な自然を保全し、分
断された自然をネットワークでつなぐことで、自
然の多目的機能を回復させるものです。荒川河川
敷の豊かな自然環境から市街地内により多くの生
き物を引き込むことを目指しています。

このなかで、学校施設の緑化は「学校の緑化の推進」として、本計画の重点施策に位置付けられ
ており、水と緑のネットワーク形成の役割を担っています。

学校施設の緑化は、戸田市の緑化の推進を担っている
3



学校施設における樹木

市内の小中学校では、一定規模の緑を確保しており、高木から低木、芝生などの地被類を敷地内
に設置しています。また、樹木は常緑樹や落葉樹の他、果樹や記念樹などがあり、数多くの樹種を
管理しています。

樹木の枯死 生垣の成長による道路の狭隘

樹木について、日頃から様々な管理課題が発生するとことから、年間を通しての計画的な樹木管理
が必要となります。

雑草等による景観不良

低木
自然に育った状態で高さが
約1.5ｍ以下となる樹木

中木
自然に育った状態で高さが
約1.5ｍ～4ｍに育つ樹木

高木
約4ｍ～5ｍを超える樹木
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樹木の維持管理

（参考）市で管理している学校施設以外の樹木剪定状況
・公園の樹木 ：年１回の樹木剪定（夏：常緑樹 冬：落葉樹）

落ち葉清掃などを町会により実施
その他、状況に応じて個別対応

・道路の街路樹：年１回の樹木剪定
その他、状況に応じて個別対応

学校樹木の維持管理は、造園業者による年１回の樹木剪定を基本とした業務委託と、校務員によ
る日常的な軽作業を行っています。
また、これらの委託で対応が難しい老朽化した危険樹木の伐採などは、別途、作業により適宜対

応をしています。

対象 項目 回数 備考

造園業者
(樹木管理業務委託)

樹木剪定
１樹木
年１回

剪定時期を樹種の適期に合わせ年3回
程度に分けて実施
（夏：常緑樹 冬：落葉樹）

簡易点検
年１回

（剪定時）
剪定時に樹種の状況（不自然な揺ら
ぎや樹木の傾斜等）を確認

消毒 年１回程度
主に毛虫の発生防止のため、５月か
ら６月に実施

学校校務員
(校務員業務委託）

日常作業 その都度
低木、生垣などの簡易剪定
除草、草刈り
落ち葉清掃

学校の樹木は、委託業務により剪定や点検などにより、適宜、健康状態を確認しながら維持管理
を行っています。
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樹木医を活用した樹木診断

樹木医とは、樹木の生態を理解し、診断及び治療をとおして落
枝、倒木などによる人的、物損被害の抑制や樹木の保護・育成
に関する知識の普及・指導などを行う専門家です。

学校からの相談
樹高が高く、強風時に幹がなびいている。倒木した場合に
敷地内だけに限らず、敷地外への被害も心配される。由来
のある樹木ではないので、この際、伐採でもよいのでは。

新曽北小
樹種：メタセコイア
樹高：34ｍ
幹回り：207cm
枝張り：6ｍ
根元周：296cm

樹木医の活用例

樹木医の活用
樹木を容易に伐採できないため、健康状態を確認
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